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■講義内容■

　 3 年次に配当される発展演習科目（民事法系 ･ 法律基本科目）である｡ これまで学んできた民法の考え
方を総動員して､ 具体的な事例にどのように答えるかを､ 文書にした上で､ 受講者全員で討論していきた
い｡ 事例としては､ 売買契約､ 賃貸借契約､ 消費貸借契約､ 不法行為に担保や相続が関係するものを予定
している｡

■シラバス■

＜科目のねらい＞
　具体的な事例について､ 原告の主張､ 被告の主張､ それぞれの当否を､ 文書と討論で検討していきた
い｡ 受講者が（即日起案する場合とそうでない場合があるが）作成した文書を他の受講生が検討する方
法､ つまり､ 相互に検討する方法により､ 文書の趣旨をより明確にしたい｡ また､ 受講生が他の受講生の
よいところを認め､ わかりにくいところをなぜそうなるかを質問する方法により､ 討論を行い､ それぞれの
発言の趣旨をより明確にしたい｡
　1年次における基礎的事項についての体系的理解、2年次にこれをもとにした判例・事例の深い検討、
3年次における文書作成という3段階目に位置づけられる。
＜科目の内容＞

　売買契約（1）
　売買契約（2）
　売買契約（3）
　賃貸借契約（1）
　賃貸借契約（2）
　賃貸借契約（3）
　中間テスト
　中間テストの検討
　消費貸借契約（1）
　消費貸借契約（2）
　消費貸借契約（3）
　不法行為（1）
　不法行為（2）
　不法行為（3）
　定期試験

<教科書 >
教科書は､ すでにこれまでの授業で使用したものを再度使用するので､ 新たな指定は行わない｡
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民法発展演習Ⅱ
（民法発展演習）

青　野　博　之 3 選必 後期 2（ 1 ）


